
令和７年３月東京都高等学校卒業予定者の応募・推薦等の取扱いについてのご案内 

 

 令和７年３月東京都高等学校卒業予定者の応募・推薦等の取扱いについて、東京労働局から周知依頼

がありましたので、お知らせします。 また、厚生労働省経由で政府（内閣官房、文部科学省、厚生労

働省、経済産業省）からも周知を徹底するように要請が届いております。 

〈高校生の採用スケジュール〉 

１ 令和６年６月 １日～ 管轄ハローワークにて求人者による求人申込み 

２       ７月 １日～ 求人者による学校訪問等 

３       ９月 ５日～ 推薦開始 

４       ９月１６日～ 選考開始 

 なお、推薦開始日からは１人１社の応募・推薦ですが、１０月１日以降は１人２社まで応募・推薦を

認めることとなっています。この１人２社の応募・推薦の取扱いは東京都下の取扱いであり、他道府県

の取扱いは該当労働局にご確認ください。 

 

参考資料【職業紹介事業のＱ＆Ａから(抜粋)】 

Ｑ．来春の高校卒業予定者から求職申込みがあった。受理して紹介してよいか？ 

  有料職業紹介所ですが、来春卒業予定の高校生が当紹介所を利用し、ある求人に応募したいとの申 

出がありました。高校卒業予定者から求職申込みを受けるのは初めてであり、社会人や大学生の求職

申込みと同様に受理し、紹介してよいのでしょうか。留意すべき事項があったら教えてください。 

Ａ．新規高校卒業予定者に対する職業紹介は、主にハローワークまたは無料職業紹介事業の届出を行っ

た高校が行っていますが、民間の職業紹介事業者も取り扱うことができます。これを行うにあたって

は、職業安定機関との連携が求められており（職業安定法第３３条の５）、さらに職業安定法指針第５

の１（２）において、学校との連携について次の事項に留意することとされています。 

 ① 生徒に対して求人情報の提供等を行う際には、当該生徒が在籍する学校を通じて行うようにする

こと 

 ② 職業紹介事業者が行う職業紹介が、公共職業安定所及び学校が行う新規学校卒業予定者に対する

職業紹介の日程（推薦、選考等の開始期日等）に沿ったものとなるようにし、生徒の職業選択につい

て必要な配慮を行うこと 

 ③ その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこと。また、就職差別のない公

正な採用選考に向けて、求人者への応募用紙については、 

 「全国高等学校統一用紙（近畿地方においては『近畿高等学校統一用紙』）」の使用を徹底し、求

人者が独自に作成する応募書類（社用紙）を使わないことが求められています（厚生労働省「公正な

採用選考をめざして」令和６年度版２０頁より）。 

  なお、新規高校卒業予定者の求人申込みにあたっては、求人者は原則として、管轄のハローワー

クに求人申込書を提出して、選考期日、求人内容が適正であることのハローワークの受理・確認を受

けた後、求人申込みを行わなければなりませんが、民間職業紹介事業者を活用する場合はその必要は

ありません。 

https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/assets/pdf/methods/02.pdf
https://www2.hyogo-c.ed.jp/hpe/uploads/sites/10/2023/03/20-2-%E8%BF%91%E7%95%BF%E7%B5%B1%E4%B8%80%E7%94%A8%E7%B4%99%EF%BC%88%E5%B1%A5%E6%AD%B4%E6%9B%B8%EF%BC%89.pdf
https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/assets/pdf/basic/01.pdf
https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/assets/pdf/basic/01.pdf

